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置
の
内
容」
の
見
直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
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0330010

キャプ
ティブ
保険会
社制度
の創設

保険業
法第6条
第2項、
第116条
第3項、
保険業
法施行
規則第
71条第1
項、
平成11
年金融
監督庁・
大蔵省
告示第3
号

①保険会社が出
再（再保険）する
場合に、保険会
社の責任準備金
の積立を免除す
ることについて
は、再保険を受
ける者が保険会
社の免許を受け
ている必要があ
る。
②保険会社に
は、最低資本金
額や健全性の基
準（ソルベンシー
マージン基準）等
の規制がある。

 C -

・ 保険業を行う者に係る現行の保険業法等の適
正な基準（ソルベンシーマージン基準等）を満たさ
ない「キャプティブ保険会社」を保険業法上認める
ことや、当該「キャプティブ保険会社」に出再する保
険会社の責任準備金の積立を免除することは、保
険契約者等の保護の観点から適当でないことから
困難である。
・ なお、特定の地域に限って、上記「キャプティブ
保険会社」の設立を認めることや、当該「キャプティ
ブ保険会社」に出再する保険会社の責任準備金
の積立を免除することについても、出再元である
一般の保険会社が破綻した場合の影響は特定地
域に止まるものではなく、広く国内金融制度一般
の問題として捉える必要があること等により、対応
することは困難である。

右の提案主体から
の意見を踏まえ、
再度検討し回答さ
れたい。

従来、金融の機能を持たなかった企業が、外部の企
業に求めていた金融のスキームおよびサービスを自
企業もしくはそのグループ内に取り込み、経営戦略
の一環として展開する内製化が進んでいる。そのよう
な状況下、キャプティブ保険は、金融サービスの多様
化に加え、リスクマネジメントの高度化の観点から
も、注目が集まるっている。そのため「キャプティブ保
険制度の創設」に関し、国内金融制度一般の問題と
して検討して頂き、関連法等を整備して頂くことは、非
常に有意義であると考える。また、出再元の一般保
険会社が破綻し一般契約者に影響を与えないよう、
管理監督項目等を金融庁と検討させて頂き、国内か
ら海外に出再するのと同様、「責任準備金の積立免
除」を規制緩和として法律で明文化して頂きたいと考
える。

C －

保険業を行う者に係る現行の保険業法等の適正な基準を満た
さない「キャプティブ保険会社」に出再する保険会社の責任準備
金の積立を免除すること等は、保険契約者等の保護の観点か
ら困難である。

1043 10431010

①キャプティブ保険会社
（親会社または関連会社
のリスクのみを引受対象
とする保険会社）を法律
の中において明文化す
る。
②保険業法施行規則第71
条第1項に「５．沖縄振興
特別措置法による金融業
務特別地区に設立された
キャプティブ保険会社」
を加えることで日本にお
けるキャプティブ保険会
社に対する出再（再保
険）について、保険会社
の責任準備金の積立を免
除する道を拓く。

沖縄
県名
護市

金融テ
クノロ
ジー開
発特区

0330020

保険業
法にお
ける保
険料の
割引、
割戻し
等の禁
止の撤
廃

保険業
法第300
条、第4
条、第
123条

保険会社、生命保
険募集人、損害保
険募集人等は、保
険契約の締結又は
保険募集に関し
て、保険契約者又
は被保険者に対し
て、保険料の割
引、割戻しその他
特別の利益の提供
を約し、又は提供
する行為をしては
ならない（第300条
第1項第5号）。ただ
し、保険会社が内
閣総理大臣の認可
を受けて、事業方
法書等に基づいて
保険料の割引等を
行う場合にはこの
限りではない（第
300条第2項）。

C -

保険商品は、一般の商品と異なり、実際の事故発生時に保
険金が支払われてはじめて、購入者にとってその効用が発
揮される。また、保険数理に基づく保険料を負担する多数の
保険加入者の存在を前提にするという集団性も、保険商品
の特徴である。

こうした保険商品の特性に鑑みると、「保険契約者又は被保
険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の
提供を約し、又は提供する行為」については、以下のような
問題があり、保険業法第300条第1項第5号の規制を撤廃す
ることは適当でない。

① 保険集団における保険契約者間の公平性を損なうこと（な
お、保険会社の創意工夫によりさまざまな保険料からなる多
様な保険商品が開発され健全な競争が行われていることと、
保険集団における保険契約者間の公平性とは矛盾するもの
ではない）。
② 不当な利益提供による詐欺的募集、不正・過剰な競争を
誘発し保険募集秩序を損なうおそれがあること（なお、本件
規制は上記のような保険商品の特徴等に鑑み保険商品につ
いて特に設けられた規制であり、独占禁止法があれば不要と
いうものではない）。
③ 保険会社の財務的健全性が損なわれるおそれがあること
（なお、代理店手数料の範囲内の割引であっても、代理店手
数料の引上げ圧力を通じ、間接的に保険会社の財務的健全
性を損なう危険がある）。

なお現在でも、保険会社が事業方法書等に基づいて保険料
の割引等を行う場合には、保険業法第300条第1項第5号は
適用されないこととされている（保険業法第300条第2項）。

1051 10511010

保険業法（平成７年６月７日法
律第１０５号）の第３００条
（保険契約者の締結又は保険募
集に関する禁止行為）の５（保
険契約者又は被保険者に対し
て、保険料の割引、割戻しその
他の利益を約し、又は提供する
行為）の法律を撤廃し、この法
律を守らなくてもよい特例の構
造改革特区を大阪府で認めてい
ただきたいです。そもそもこの
規制は、保険料がどの保険会社
で加入してもあまり変わらな
かった時の規制であり、現在の
ように外資系の保険会社を中心
に、安い保険料の保険を販売し
ている現実には合わなくなって
おります。保険の割戻し、割引
を禁止する規制を守らなくてよ
い特例の構造改革特区を大阪府
に認めていただければ。多くの
保険代理店が大阪府内に事務所
を構えるようになるので、雇用
も数百人ぐらいは増えて地域の
活性化になりますし、全国で規
制が撤廃されれば、値引きに
よって国民の多くの方が利益を
得ます。

個人

インター
ネットの
普及計
画

0330030

出資法
に定め
る上限
金利の
緩和

出資の
受入れ、
預り金
及び金
利等の
取締り
に関す
る法律
第５条第
２項

金銭の貸付け
を業として行う
場合の上限金
利は年29.2％

C -

・ 出資法の上限金利規制が、反社会的な暴利行
為を刑罰をもって規制するものであることを踏まえ
れば、特定の地域における高金利に限り刑罰の対
象から除外することは法の趣旨に反するため、対
応は困難である。
・ また、一般論として言えば、上限金利の引上げ
は、返済負担の更なる増加により、経済的に困難
な状況にあると考えられる資金需要者に対して不
利益をもたらすおそれがある。
・ ヤミ金融対策としては、平成16年1月1日、「貸金
業の規制等に関する法律及び出資の受入れ､預り
金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改
正する法律」（以下「ヤミ金融対策法」という）（議員
提案）が施行され、
① 貸金業の登録要件の厳格化、② 広告や勧誘
に関する規制の強化、③ 取立て行為等に関する
規制の強化、④ 貸金業務取扱主任者制度の創
設、⑤ 年百九．五パーセントを超える金利での貸
付契約の無効化、⑥ 無登録者に対する取締り強
化等の施策により、悪質な業者への対策強化に大
きく資するものとなっていると考えられる。
 なお、出資法の上限金利については、同「ヤミ金
融対策法」の立法時に議論があったが、結果的に
29.2％に据え置かれている。

融資が短期少額、
担保・連帯保証人
は不用、協会への
報告の義務付け、
といった条件を満
たす場合に限って
も認められない
か、右の提案主体
からの意見も踏ま
え、再度検討し回
答されたい。

　本提案は、資金需要者等の利益の保護を図り、ヤミ金融
被害の回避を目的とするものである。　「上限金利の引上
げは、返済負担の更なる増加により、経済的困難な状況
にあると考えられる資金需要者に対して不利益をもたらす
おそれがある。」とのご指摘に対する意見　私どもの提案
は、ご指摘にある不利益をもたらせないための条件を設
定しています。貸出す対象は、返済困難な資金需要者を
除いて、緊急を要する手形決済資金や入院・手術等の資
金で、小額、短期の返済を確保された繋ぎ融資に限定し
ています。そのため、過度の負担にはなりません。むしろ、
債務者にとって最大の問題は、支払い不能になった際の
過剰な取立てなどであると認識しています。このため、担
保も連帯保証人も徴求しません。その代わり、貸し倒れの
リスクに見合う金利を設定する必要があるのです。このこ
とは、債務者にとってはリスクの軽減になると考えていま
す。金融商品の一つの選択肢として有効であると考えま
す。

C -

・ 繰り返しになるが、そもそも、出資法の上限金利規制が、反
社会的な暴利行為を刑罰をもって規制するものであることを踏
まえれば、特定の地域における高金利に限り刑罰の対象から
除外することは法の趣旨に反するため、対応は困難である。
・ また、無担保・無保証は、消費者金融においてはむしろ一般
的な条件であり、それが特別の金利を認める理由にはならな
い。
・ なお、出資法の上限金利については、「貸金業の規制等に関
する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関
する法律の一部を改正する法律」（いわゆる「ヤミ金融対策法」）
の立法時に議論があったが、結果的に29.2％に据え置かれて
いる。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検討し
回答されたい。

  資金需要者の利益の保護を図り、ヤミ金融被害の回
避を目的とする本件提案でありますが、ご回答は、
「出資法の上限金利規制が、反社会的な暴利行為を
刑罰をもって規制するものであることを踏まえれば、
特定の地域における高金利に限り刑罰の対象から除
外することは法の趣旨に反するため、対応は困難であ
る。」とされています。
私どもといたしましては、そもそも特区制度は、法律等
による国の規制があるために効率的な事業活動や公
正な競争を妨げているような場合に、特定の地域にお
いて特例的に既存の規制と異なる条件のもとでの事
業活動を、実験的にを行うことにある、と認識しており
ます。このようなことから当協会の提案が、「対応は困
難である。」とされましたことは誠に残念であります。
当協会は資金需要者の利益の保護の観点から、消費
者への啓蒙を積極的に行うこととしており、本年度は
団扇１万本、ポケットティッシュ２万個をそれぞれ製作
して、去る８月６・７・８日の３日間にわたる仙台七夕祭
において、延べ５０余名の役員及び会員を動員して地
域の観光客等への配布活動を実施したところでありま
す。今後とも引続き公益法人である当協会独自の施
策として、近時さらに悪質・巧妙化しているヤミ金融に
かかわる被害回避に努めますと共に、コンプライアン
スを遵守して業界の健全化と発展のため努力いたし
ますので、宜しくご指導下さいますようお願い申し上げ
ます。　以上

C -

　出資法の上限金利規制は、反社会的な暴利行為を、広く国民一般を保護するとの観点から
刑罰をもって規制するものである。このような反社会的な行為に対する刑罰規制は、特定の地
域において規制を緩和する特区にはなじまない。
　なお、出資法の上限金利については、「貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、
預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律」（いわゆる「ヤミ金融対策
法」）の立法時に議論があったが、結果的に29.2％に据え置かれている。

1028 10281010

出資法第５条第２項に定
める上限金利を29.2％か
ら40.004％へ緩和する。
ただし、融資が短期小
額、担保・連帯保証人を
徴求しない、当協会への
報告義務などの適切な条
件を満たした場合に限定
する。

社団
法人
宮城
県貸
金業
協会

出資法
に定め
る上限
金利の
緩和

0330040

銀行法
に定め
る銀行
の経営
の健全
性を判
断する
ための
基準の
緩和

銀行法
第1４条
の２

銀行法第14条
の２の規程に基
づきく自己資本
比率の基準
は、平成5年３
月３１日付け大
蔵省告示５５号
銀行法第１４条
の２の規定に基
づき自己資本
比率の基準を
定める件で定
められている。

E

○ 金融検査マニュアルは、あくまでも検査官が金融機
関を検査する際に用いる手引書として位置付けられる
ものであり、各金融機関においては、自己責任原則の
下、それぞれの規模・特性に応じたより詳細なマニュア
ルを自主的に作成し、適切なリスク管理を行うなど、業
務の健全性を確保することが期待されているところであ
る。金融検査マニュアルは特定の貸出の可否やその条
件を左右するものでもなく、むしろ、金融検査マニュアル
を理由に貸し渋りや貸し剥がしを行ってはならないこと
としているところである。したがって、金融検査マニュア
ルは、金融機関に対していわゆる規制を課すものでは
なく、規制緩和のための特区という概念にはなじまない
ものと考える。
○ なお、金融機関においては、自己責任の下、適切な
信用リスク管理等を行い、業務の健全性の確保に努め
ているところであるが、その際、例えば債務者区分の判
定に当たっても、財務諸表のみならず経営者の経営改
善に対する取組み姿勢なども評価するなど総合的に債
務者区分を判定することが期待されている。提案理由
にあるような「経営指針」についても、それが信用リスク
の低減に関わる限りにおいて、金融機関自らの判断に
おいて勘案されるべきものと考えられる。
○ いずれにせよ、金融検査マニュアルはあくまでも検
査官が金融機関を検査する際の手引であり、銀行法第
14条の2に基づく「銀行の経営の健全性を判断するため
の基準」の一つであるという認識は事実誤認であると思
われる。

銀行法に定める銀
行の経営の健全
性を判断するため
の基準とは何か具
体的に示された
い。
また、提案者のい
う適切な経営指針
を作成・実践して
いる中小企業に対
して、金融機関が
積極的に融資する
ことは、銀行法に
定め銀行の経営
の健全性を判断す
るための基準に反
しないのか明らか
にされたい。
併せて、右の提案
主体からの意見も
踏まえ、再度検討
し回答されたい。

政府は再三に渡り「資産の厳格査定」を推進してきまし
た。厳格に査定するからには、何らかの基準が必要であ
り、それが正に金融検査マニュアルではないでしょうか。
事後チェック型の金融行政に転換したとはいえ、金融検査
マニュアルが基準のひとつとして機能していることは事実
だと考えます。現に、金融検査マニュアル本文中「金融検
査マニュアルの基本的考え方」には、「検査マニュアルは
本来的には検査官のための手引書ではあるが、金融機関
の自己責任に基づく経営を促す観点から、これを公表する
こととしている。また、金融機関の自己管理にも使用しや
すいチェックリスト方式を中心としたマニュアルとしてい
る。」と明記されています。つまり、検査官用の手引書であ
るとはいえ、金融機関の自己査定に少なからず影響を及
ぼしていることは否めませんし、政府としてもそのような効
果を期待しているのではないでしょうか。以上のことから、
銀行法第14条の2に基づく「銀行の経営の健全性を判断
するための基準」の一つであると考えます。金融検査マ
ニュアルの中に「経営指針」の評価について盛り込むこと
によって、経営者の「経営指針」作成が促進されることにな
ります。その結果、企業経営の安定、発展が図られ、地域
経済は活性化されます。このことは、実体経済の中で、す
でにいくつもの事例が示されている通りです。よって、「経
営指針」を評価の対象として明記するような措置を講じて
いただきたいと考えます。

E

○ 銀行法第14条の2は、銀行の経営の健全性を判断するための基準を定
めています。従前、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の
状況が適当であるかどうかその他経営の健全性を判断するための基準（自
己資本比率規制や流動性資産比率規制等の経営諸比率規制）について
は、通達等により示されていましたが、平成5年の金融制度改革法により、そ
の根拠の法文を明文化したものが銀行法第14条の2です。当該規定を受け
て、自己資本比率に関する基準（「銀行法第十四条の二の規定に基づき自
己資本比率の基準を定める件」（平成五年三月大蔵省告示第五十五号））が
定められています。
一方、検査マニュアルは、銀行法第25条に基づき、検査官が銀行を検査す
る際に用いる手引書であり、もとより機械的・画一的に適用されるべき性格
のものではなく、「経営の健全性」を確保するために銀行に課せられる一律
の「基準」ではありません。また、検査マニュアルは、法令等遵守態勢や各種
リスク管理態勢などを幅広くプロセス・チェックするためのものであり、直接
「自己資本の充実」に関わる基準でもありません。
○ 提案者が示している「経営指針」を作成・実践している中小企業に対し
て、金融機関が積極的に融資すること自体は、上記自己資本比率に関する
基準の直接の対象となるものではなく、したがって、銀行法第14条の2に反す
るというものではありません。
○ なお、金融機関は、自らを律してその業務の健全性と適切性の確保に努
めることが期待されています。その際には、それぞれの規模・特性に応じたリ
スク管理態勢及び法令等遵守態勢を構築することが大切です。実際に、金
融機関はその財務の健全性を自ら確保するために、例えば、資産査定につ
いては、独自の自己査定マニュアルを作成し、決算期毎に自己査定を行って
います。金融機関はそれぞれ規模・特性が異なりますから、その自己査定マ
ニュアルは検査マニュアルと同じではありませんし、また同じにすべきもので
もありません。銀行法第1条第2項は「この法律の運用に当たっては、銀行の
業務の運営についての自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならな
い。」と規定しており、検査を行う際にも、まずは金融機関の自己査定を前提
として、事後的に検証を行うにとどめており、機械的・画一的な運用に陥るこ
とのないよう努めています。財務の健全性をどう確保していくかという問題
は、まずは金融機関自身が考えることなのです。

銀行の健全性を的確に判断するには貸出先であ
る企業の実態把握が重要であり、企業が策定した
経営指針はその実態把握に有効ではないか。そ
の点を踏まえ、金融検査マニュアルの評価対象に
経営指針を明記させられないか、再度検討し回答
されたい。

E -

 金融機関は、自らを律してその業務の健全性と適切性の確保に努めることが期待されてお
り、財務の健全性をどう確保していくかという問題は、まずは金融機関自身が考えることです。
提案者が示している「経営指針」についても、それが信用リスクの低減に関わる限りにおいて、
金融機関自らの判断において債務者区分の判定に当たり勘案されるべきものと考えられま
す。
　なお、金融検査は、自己責任に基づく金融機関自身の内部管理と外部監査そして市場規律
による監視を前提に、それらを補完するものにとどまるものです。検査マニュアルは、検査官が
こうした金融検査を行う際に用いる手引書であり、金融機関の規模や特性を十分踏まえ、機械
的・画一的に適用されるべき性格のものではなく、「経営の健全性」を確保するために銀行に
課せられる一律の「基準」ではありません。つまり、金融機関に対していわゆる規制を課すもの
ではなく、規制緩和のための特区という概念にはなじまないものと考えます。
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適切な経営指針を作成・実
践している中小企業に対し
て、銀行法に定める銀行の
経営の健全性を判断するた
めの基準を緩和して、金融
検査ﾏﾆｭｱﾙ中小企業融資
編にその内容が反映される
ようにする。

宮城
県中
小企
業家
同友
会

地域生
き活き
特区



03　金融庁（特区）

管理コー
ド

規制の
特例事
項名

該当法
令等

制度の現状
措置
の分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置
の
内
容」
の
見
直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

プロ
ジェ
クト
管理
番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項の内容
提 案
主 体
名

プ ロ
ジェク
トの名
称

0330050

銀行法
の告示
に定め
る自己
資本比
率規制
の適正
化

銀行法
第14条
の2の規
定に基
づき自
己資本
比率の
基準を
定める
件（平
5.3.31
大蔵告
55）

現在の自己資
本比率規制に
おいては、国債
等を除き債権
分類に関わら
ず100％のリス
ク・ウェイトと規
定している。

C（な
お、19
年3月
末より
実施が
予定さ
れてい
るバー
ゼルⅡ
におい
て、当
意見の
趣旨に
通じる
規制の
変更が
行われ
る予
定。）

債務者の信用リスクに応じてリスク・ウェイトに差異
を設けるという提案は、平成19年3月末よりの導入
が予定されているバーゼルⅡの実施の中でその
趣旨は達成されるものと考えられる。すなわち、
バーゼルⅡにおいては、適格外部格付機関の格
付等に応じて、債務者のリスク・ウェイトに差異を
設けることとなり、本提案の趣旨に沿った内容と
なっている。
なお、現行の自己資本比率規制は財務の健全性
を図る指標として多くの国で採用され、一般預金者
や市場参加者からもそうした指標として信認を受け
ているものであることから、これとは異なる制度を
特定地域に導入した場合、自己資本比率の指標
性・比較可能性が失われることとなり、当該地域の
金融機関の健全性に対する評価において、預金
者や市場参加者の間に混乱を招く惧れが大きい。
金融機関の財務の健全性を確保し、預金者保護
の一層の強化を図る観点からは、むしろ国際的な
枠組みでの実施が予定されるバーゼルⅡの国内
への円滑な導入を図ることにより、当提案の趣旨
を実現していくことが適切であると考えられる。

平成19年3月末よ
り実施が予定され
ているバーゼルⅡ
において提案者の
意見の趣旨に通じ
る規制の変更が
行われる予定との
ことであるが、そう
であれば回答はＢ
－２となるのでは
ないか。仮に回答
がＣであるならば、
提案者の意見と何
が違うのか明らか
にされたい。
また、右の提案主
体からの意見も踏
まえ、再度検討し
回答されたい。

金融機関の融資が伸びない原因は、需要不足と自
己資本規制にあると考えている。自己資本規制は健
全性の指標として適切であるか疑問である。何故な
らば今回制度の見直しを行うからである。このような
指標を用い融資が増えず、地域経済の衰退を招くの
であれば、この国の損失である事は言うまでもない。
今回の改正は地域金融機関に限っており、必ずしも
国際ルールにあわせる必要はない。また特区は、あ
る種社会実験の場であり、この性質上他の地域との
差が出るのは当然のことである。証券化が進んでい
ないために、リスクアセットを小さくすることができな
い等、他国との金融システムに差があり、自国に合っ
た制度を構築するのは当然のことである。

C

債務者の信用リスクに応じてリスク・ウェイトに差異を設けるという提
案は、平成19年3月末よりの導入が予定されているバーゼルⅡの中
でその趣旨は達成されるものと考えられる。すなわち、バーゼルⅡに
おいては、適格外部格付機関の格付あるいは延滞債権に該当する
か否か（及びそれに対する引当ての程度）等に応じて、債務者のリス
ク・ウェイトに差異を設けることとなり、（本提案が債権分類に応じてリ
スク・ウェイトに差異を設けようとする点において異なるものの）本提
案の趣旨に沿った内容となっている。
他方、自己資本比率規制は、財務の健全性を測る指標として、一般
預金者や市場参加者から信頼されることが重要であるが、地域に
よって異なる制度を導入した場合、自己資本比率の指標性・比較可
能性が失われることとなる。具体的には、本提案では、自己資本比率
算定上の分母の信用リスクの額を小さくすることにより金融機関の自
己資本の負担水準が軽減されることを意図しているが、特定地域に
のみこうした軽減措置を導入することは、特定地域の金融機関の自
己資本比率のみを「かさ上げ」することになる。その結果、それらの金
融機関に対する一般預金者や市場参加者の信認の低下につながり
かねず、却って当該地域の金融の円滑にも支障が生じる惧れが大き
い。
　　なお、バーゼルⅡにおいては、金融商品の多様化や金融技術の
高度化の進展等を反映して見直しが行われているものの、平均的な
自己資本の負担水準については、現行規制と比べ、世界的に見て重
くも軽くもしない枠組みとなっており、今回の見直しは全体としての負
担水準を変更するために行われたものではない（この点において本
提案とは異なる）が、他方で、中小企業・個人向け与信の負担軽減が
図られる等わが国の地域金融の円滑化に資するものとなっているこ
とに留意する必要がある。

バーゼルⅡは国際統一基準行に対してのみ適用
されるものと解して良いか。そうであれば地域金
融機関等の国内基準行については、バーゼルⅡ
の導入に先立って自国にあった国内基準として提
案主体が考えるようなリスク・ウエイトに改められ
ないか、右の提案主体からの意見も踏まえ、再度
検討し回答されたい。

健全性だけが重視されているために、銀行が果
たすべき公共性が担保されていない。以前は、金
利の返済だけを確実に行っていれば、銀行は融
資を継続してくれていた。しかし、自己資本規制
が導入され、金融検査マニュアルが策定されてか
らは、不良債権扱いになっている。このように従
来は認められていた取引慣行も否定され、結局
融資が受けられなくなっている。このようなことを
取り決めて、何の意味があるのか理解できない。
ただ、地域経済を疲弊させているだけである。現
実を理解できない金融庁の姿勢には落胆させら
れる。金融庁が考えている健全性が保たれ、地
域経済は良くなっているとお考えなのか。適正融
資という観点からの回答をお願いしたい。

C ー

　債務者の信用リスクに応じてリスク・ウェイトに差異を設けるという提案は、平成19年3月末よりの導入が予定さ
れているバーゼルⅡの実施の中でその趣旨は達成されるものと考えられる。すなわち、バーゼルⅡにおいては、
適格外部格付機関の格付あるいは延滞債権に該当するか否か（及びそれに対する引当ての程度）等に応じて、
債務者のリスク・ウェイトに差異を設けることとなり、（本提案が債権分類に応じてリスク・ウェイトに差異を設けよう
とする点において異なるものの）本提案の趣旨に沿った内容となっている。
　他方、そもそも自己資本比率規制において財務の健全性の確保を図る所以は、金融機関の経営の自由度を確
保しつつ、金融機関が保有するリスクに見合う最低自己資本を維持させることにより、その健全性を確保し、破綻
を回避することを通じて、信用秩序を維持し、預金者保護を図るためである。こうした自己資本比率規制は、金融
機関が本来の機能を発揮するための不可欠の要件である財務の健全性を測る指標として、一般預金者や市場参
加者から信頼されることが重要であるが、地域によって異なる制度を導入した場合、自己資本比率の指標性・比
較可能性が失われることとなる。バーゼルⅡの基本的考え方は、現行規制（バーゼルⅠ）と同様、国際統一基準
行のみならず地域金融機関等の国内基準行を含め適用される。本提案では、自己資本比率算定上の分母の信
用リスクの額を小さくすることにより金融機関の自己資本の負担水準が軽減されることを意図しているが、日本国
内の特定地域にのみこうした軽減措置を導入することは、特定地域の金融機関の自己資本比率のみを「かさ上
げ」することになる。その結果、それらの金融機関に対する一般預金者や市場参加者の信認の低下につながりか
ねず、却って当該地域の金融の円滑にも支障が生じる惧れが大きい。
　バーゼルⅡにおいては、金融商品の多様化や金融技術の高度化の進展等を反映して見直しが行われているも
のの、平均的な自己資本の負担水準については、現行規制と比べ、世界的に見て重くも軽くもしない枠組みとなっ
ており、今回の見直しは全体としての負担水準を変更するために行われたものではない（この点において本提案
とは異なる）。他方で、中小企業・個人向け与信のリスク・ウェイトを100％から75％に引き下げることにより負担軽
減が図られる等、金融機関の財務の健全性のみならずわが国の地域金融の円滑化にも資するものとなっている
ことに留意する必要がある。
　なお、不良債権の判定・開示については、銀行法及び金融再生法の趣旨・目的に沿って、銀行法施行規則及び
監督指針等の規定によって具体的な運用が明確化されている。こうした規定に基づき不良債権の判定・開示が
行われることで、銀行法等が目的とする金融機関の健全性の確保や一般預金者及び市場参加者の信認の確保
が図られているものと認識している。これを前提として、金融機関には的確な資産査定やリスク管理の下で積極
的な金融仲介機能を発揮していくことが期待されている。そのような観点から、当局としては、「地域密着型金融
の機能強化の推進に関するアクションプログラム（平成17～18年度）」等の政策により地域金融の円滑化に意を
用いているところであり、今後も努力していく所存。
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銀行法の告示に定める、銀
行の経営の健全性を示す
自己資本比率のあり方を改
める。すなわち、自己資本
比率の算出で用いられるリ
スク・ウェイトについて、債
権分類上の正常先を10％、
要注意先を20％、要管理先
を30％、破綻懸念先を
70％、実質破綻先・破綻先
を100％として、分類上上位
になるにつれて小さくなるよ
うに告示を改正する。

個人

自己資
本比率
見直し
特区

0330060

古民家
を信託
財産と
して受
託でき
る法人
の許可
要件の
拡大

信託業
法第10
条第1項
第1号

内閣総理大臣
は、株式会社で
ない者が管理
型信託会社の
登録を申請した
場合には、その
登録を拒否しな
ければならな
い。

C -

・管理型信託業の参入要件を資本金5,000万円以
上の株式会社に限定しているのは、委託者・受益
者保護及び信託制度への信頼確保の観点から、
信託業の担い手として、業務の安定性・継続性や
機関間の監視機能に優れた組織形態である株式
会社であって、業務の遂行に必要な財産的基礎を
備えたものに限定することが適当と考えたためで
あり、このような趣旨を踏まえれば、現時点におい
て、NPO法人について管理型信託業を営むことを
認めることは困難である。
・なお、信託の引受けを「業」（営利の目的をもって
反復継続して行うこと）として行わないものであれ
ば、信託業法の管理型信託の登録を受けなくと
も、古民家の管理信託を行うことは可能である。

提案主体が想定
するＮＰＯ法人の
活動が、貴庁の言
う「営利の目的を
もって反復継続し
て行うこと」にあた
らないと解して良
いか、右の提案主
体からの意見も踏
まえ再度検討し回
答されたい。
なぜ、参入要件が
株式会社に限定さ
れるのか詳しく回
答頂きたい（資本
金5,000万円以上
のＮＰＯ法人につ
いて参入が認めら
れないのはなぜ
か）。

このプロジェクトで考えている管理信託業の内容は、いわゆる企業の営
利を目的としたものではありません。中山間地域における地域振興の
ため、地域の方がある限定的なエリアで、地域の財産である古民家をう
まく活用していくための方策のひとつです。高齢化、空家率の上昇に直
面する当該地域では、日本の原風景的な景観の重要な構成物である
古民家群の保全を進めようにも、すでに個々の家主の努力は限界に来
ています。しかも、一般的な株式会社が古民家信託の受託者として参
入してくることは、その収益性から考えて、きわめて困難です。したがっ
て、本プロジェクトで示すように、NPOが管理、保全、および観光施設と
しての活用などを行う方策を検討することが重要です。
当然、NPOが管理する古民家を観光施設として活用すれば、一定の売
り上げが期待されます。その売り上げは、株式会社のように配当などに
回すことはなく、管理物件の維持費、および地域づくりの目的で造成す
る基金に繰り入れることなどを想定しています。

本プロジェクトで行おうと考えている内容を整理すると、以下のとおりで
す。
１．地域住民により、古民家群保全を目的としたNPOを立ち上げる
２．NPOが、管理に困ってる古民家の家主から信託財産として受託し、
維持・管理に当たる
３．NPOは、信託された古民家を管理、保全する中で、たとえば観光施
設などとして活用し、あるいは観光施設として利用したい主体に貸与す
る
４．信託された古民家の活用により得られる売り上げは、信託された古
民家の管理や修繕に活用、もしくは地域づくり基金へ繰り入れる

本プロジェクトでは上記のようなことを考えており、単純に企業の活動
範囲を拡大するためのものではなく、地域の活性化のためのツールを
増やすことを目的としています。したがって、構造改革特区や地域再生
の趣旨に合致したプロジェクトであると考えます。

Ｃ -

　信託業法でいう「営業」とは「営利の目的をもって反復継続し
て行うもの」であるが、この場合の「営利の目的」とは「少なくとも
収支相償うことが予定されていること」と解しているところであ
り、「反復継続して行うもの」ついては例えば信託の引受けを一
回しか行わないことを予定しているものについては該当しないも
のと考えている。
　なお、信託は、当該信託財産の所有権を受託者に移転させた
上で管理又は処分を行わせるものであり、受託者が適正かつ
確実に信託業務を遂行することができる者でなければ、委託者
や受益者に多大な損失を与えるおそれがある。したがって、多
少の収支状況の変動があってもその業務の遂行が妨げられな
いだけの安定した資本基盤を有することが業務の安定性・継続
性を確保する上で必要との観点から最低資本金制度などの資
本諸原則が採用され、取締役会や監査役会、株主総会等と
いった機関や、債権者保護手続等が法定されているなど、機関
間の監視機能に優れた組織形態である株式会社に限って、管
理型信託業を営むことが認められているところであり、これらの
規定が法定されていないＮＰＯに管理型信託業を許容すること
は、現時点では困難であると考えている。
　営業保証金についても、信託会社が顧客に不測の損害を与
えた場合の最終的な責任財産となるべきものであり、顧客保護
の観点からこれを撤廃することは困難である。

信託の対象となる地域、財産を限定するなどの要
件を付した上で、ＮＰＯ法人が管理型信託業を営
むことを認められないか、右の提案主体からの意
見も踏まえ再度検討し回答されたい。

平成１５年に改正された特定非営利活動促進法
によれば、都道府県により認証されたＮＰＯは、
法に定められた法人格を有し、総会や理事会の
開催が義務付けられているとともに、役員・定款
の変更などのときには、そのつど都道府県への
届出や認証が必要となります。もちろん、事業報
告書の提出も義務付けられ、会計的にも透明性
が確保されています。当然、都道府県による監督
や改善命令も法制度上整えられています。また、
法人解散時の残余財産の帰属に関しても、法定
されております。
こうしたことから、たとえＮＰＯ法人であっても、定
款において必要と考えられる要件を明らかとして
おくことで、株式会社に近い安定性･継続性を担
保することが可能であると考えます。
もちろん、ＮＰＯ法人であっても、株式会社と同
様、破産等のリスクは有ります。しかし、本プロ
ジェクトで想定している信託の範囲は、地域的に
も、扱う財産にしても限定的です。万が一ＮＰＯ法
人が破産などにより事業の継続が困難になって
も、
①扱う財産の価値が限定されていること、
②法律により資産は委託者本人に帰属すること
から、委託者等に与える影響は限定的なもので
あると考えます。

C -

信託は、当該信託財産の所有権を受託者に移転させた上で管理又は処分を行わせるもので
あり、受託者が適正かつ確実な信託業務の遂行を安定的・継続的に行わなければ、委託者・
受益者に多大な損失を与えるおそれがあるものであることから、信託業法では、業務遂行の
安定性・継続性を担保するため最低資本金や純資産要件を求めているものである。また、営
業保証金制度は、分別管理義務や善管注意義務など適正かつ確実な信託業務の遂行を行わ
ず、信託財産を毀損した場合の受託者の最終的な責任財産を確保するための制度である。こ
れらの要件については、地域や受託財産が限定されたとしても必要性には変わりがないことか
ら、撤廃することは困難である。
なお、定款で株式会社と同様の要件を定めれば問題ないとの指摘であるが、定款変更につい
て所管庁は法令に適合していれば認証しなければならないこととなっておりＮＰＯの意思で変
更できることや、対外的に効力がないこと等を考慮すると、定款では法律の規定と同様の効力
を確保できるとは言えないものと考えている。

1219 12191010

信託業法第10条第1項第1
号の規定を緩和し、株式
会社以外の法人に対して
も、管理型信託業として
の登録を特例として認め
ること。
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